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従来の保険証では
今のんでいる
お薬はありますか？

えーっと･･･
なんだったかな？

他院で鎮痛剤が
処方されてますね　

当院で鎮痛剤の処方
は必要ないですね

重
複
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方
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医療情報の共有化で

マイナ保険証を使って受診すると、初めての医療機関等でも特定健診や薬剤・診療情報が医師等と共有
でき、より適切な医療が受けられます。（本人が同意した場合のみ）

「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」や「オンライン資格確認」等に関するお問い合わせ
は、「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」をぜひご利用ください。

▼日本語のほか、下記 22か国語に対応しております！

他院で鎮痛剤を処方されている患者さんに当院でも同種の薬剤を処方してしまったら、健康被害につながっ
ていたかもしれません。事前に薬剤・診療情報を閲覧していたため、重複処方を避けることができました。

英語、中国語、韓国語、スペイン語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、
ネパール語、ビルマ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、マレー語、クメール語、モンゴル語、
シンハラ語、ヒンディー語、ベンガル語、ウルドゥー語

マイナ保険証のメリットの詳細は、右の二次元コードからチェック！
厚生労働省作成動画：何が便利になるの？メリット編

質の良い医療が受けられます！質の良い医療が受けられます！

より正確な診断、適切な治療（処方）が可能となります。医師の声

検索何が便利になるの？メリット編

＼検索はこちらから／

マイナ保険証
お役立ち情報

協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルのご案内

8:30～17:15
（土日祝日年末年始を除く）0570-015-369

マイナンバー制度やマイナンバーに関する一般的なお問い合わせは、国のマイナンバー総合フリーダイヤル
(0120-95-0178）にお願いします。

電話番号 受付時間

令和６年10月号

協会けんぽ

埼玉支部 健康保険委員だより
職場内で回覧をお願いいたします

▲
保険証の提示で
おトクになります



電話
048-658-5919（代表）

〒330-8686
埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2
大宮情報文化センター(JACK大宮）16階

定期健康診断の結果をご提供ください
加入者の皆様の健康増進に向けたサポートをするため、協会けんぽに加入されている方の定期健康診断結果の
提供をお願いしております。大切な従業員の皆様の健康のため、ご協力をお願いいたします。

生活習慣病のリスクがあるにも関わらず、医療機関を
受診していないと思われる対象の方宛に、受診勧奨の
文書をお送りします。また、生活習慣の改善（特定保健
指導）や重症化予防のた
めのサポートを無料で受
けられます。従業員の皆
様の健康保持・増進は、
労災防止や生産性向上
などにもつながります。

健診結果を提供するメリット

健診結果データを提供する方法

重症化予防につながります
健診結果や従業員様の生活習慣
（食事・運動等）について、グラフや
レーダーチャート等で見える化した
資料をお送りします。
職場の健康課題の把握にご活用い
ただけます。

※被保険者数等により提供できない場合があります。

職場の健康課題が分かります

検査項目……労働安全衛生法で定められている項目
　　　　　　+がん健診（胃・大腸）

自己負担額…最大5,282円

生活習慣病予防健診を受診いただくと、協会け
んぽが健診機関から直接健診結果データを受領
します。

協会けんぽ埼玉支部では、下記の事業者へ業務の一部を委託しております。担当者より文書およびお電話でご連絡する場合が
ございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
【委託事業者】 株式会社ディーアイ・ネクスト
 ※委託期間：令和７年３月31日まで

健診結果に関するお問い合わせ先：埼玉支部保健グループ　☎048-658-5915

【所在地】 東京都品川区北品川1-3-5　吉川ビル

①生活習慣病予防健診を受診

提供依頼書をご提出いただくと、協会けんぽが
健診機関から直接健診結果データを受領します。

※健診機関から健診結果データを
提供いただけない場合、事業主様
から健診結果（紙）のコピーの提出
をお願いすることがございます。

②提供依頼書を提出
※①をご利用いただけない場合

提供依頼書の
ダウンロードは
こちら▼

または

従業員の個人情報
だけど、提供して
も大丈夫？

｢高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号)」及び「健康保険法
（大正11年法律第70号）」により、保険者に定期健康診断結果の提供を求めら
れた場合、定期健康診断結果を提供することが義務付けられております。
｢個人情報保護法」の「法令に基づく場合」に該当するため、事業主様が責任を
問われることはありません。
※健診を受けた方（従業員様）の同意は不要です。

健診結果データ提供にかかる業務委託について

？ ！


